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第 ２ 次 住 民 意 見 書 事 業 者 の 見 解

意見書（１）
私たちは先祖代々、南淡町灘地区で生活を営ん 地元企業として、南淡ビオファーム開発事業が

でいますが、近年、若い人は、生活の場を求めて 地域活性化に寄与出来ることと、従来の農業の課
島外に出ていき、住民の高齢化が進み、消防活動 題である自然条件に左右される生産量、病害虫の
に支障をきたし、人形浄瑠璃等の地域芸能の後継 発生による減収とその駆除に要する負担増、生産
者不足、又、里山の維持管理も出来なくなってき 者の高齢化と後継者不足、露地栽培の連作障害等
ています それは 農業では安定した収入がなく の解決を図っていきたいと考えております。。 、 、

177ha又、近代的な農業に変えていく資金や技術等色々 土地利用計画については、事業計画区域
な問題があり、個人で解決できません。 に対して、残置森林と自然環境創出区域及び造成

このたび森長組の計画している「南淡ビオファ 森林の合計約 （事業計画区域の約 ）の面112ha 64%
ーム開発事業」は前々から噂では聞いていました 積を確保し、環境への負荷を軽減するよう計画し
が、新聞と南淡町の広報で見て、この計画の実現 ています。

、 、 、で地域の活性化を期待しています。又、環境影響 なお 残置森林は 里山林の植生が大半を占め
評価準備書を見せていただきましたが、 の さらにその大部分が放置されてから長年月を経て177ha
開発区域のうち、 を緑地として整備するとい いることから、荒廃化が進行しています。現状の64%
う思い切った計画に益々、この実現を切望してい まま放置が続くとササ類やツル植物の繁茂、常緑
る次第であります。 樹の侵入等により、多様性が著しく減少し、緑地

昔、私たちの若い頃の里山は、手入れされ、子 に期待されている機能・効果を果たせなくなる恐
供達の遊び場であり、勉強の場でありましたが、 れがあります。このため、本事業では生物生息空
今は放置され、竹林は藪となり、森は下草やイバ 間として適切な構造を持つように、ササの伐採、
ラで人が立ち入ることも出来ず、水害や土砂崩壊 ツル切り、常緑樹の伐採等の整備を計画していま
の危険が付きまといます。準備書の中に住民意見 す。また、造成森林は、周辺地域の景観との調和
書の内容が記されていますが、その中で、自然の 等を考慮し、現存植生に近づけていくことを目標

。 、荒廃、軽視、乱開発等とありますが、この意見は に早期の積極的な緑化復元を図ります このため
私達のように この地域に住んでいる人ではなく 緑化に使用する植物は、淡路地域の郷土種を主体、 、
市内や都市部で職場に恵まれ、便利な生活環境を とします。したがって、残置森林及び造成森林に
営んでいる人達で、地域住民を無視しているもの ついては、適正な維持管理を行い、地域の里山の
と思われてなりません。里山は管理していくもの 再生に努めていきます。
です。そのためにも計画された開発は必要となっ このように、地域の皆様に喜んでいただけるビ
てきます。 オファームを早期に建設するため、鋭意努力して

私は、地元の優良企業であり、信頼のある森長 まいります。
組が計画しているこの事業に賛同し、地域の発展
に協力していきたいと思い、出来るだけ早い実現

、 、を願ってやみませんので 地域住民の一人として
意見書を提出させていただきます。

意見書（２）
阿万財産区は、ビオファーム開発用地 の177ha

うち 弱の約 の山林を区域内に所有してお1/4 40ha
ります。漁業組合、又地元阿万東町の意向が決定
次第当財産区も検討せざるを得ませんが、現在の
ところ、売却するとも、貸すとも、或いはそのど
ちらでもないとも議決はしておらず、目下、多方
面にわたった問題を勉強中です。

次の二点につきまして意見を申し上げますの
で、ご回答をいただけますなら幸甚です。
１．８月 日開催の南淡ビオファーム開発説明 １．過去の事例は、ご指摘のような実体があった18

会によりますと、山を切り取り、 万 の ことは事実だと思います。2000 m3

土砂を売却してその後、温室による野菜、花卉 しかし、南淡町に本社を置いている弊社とし
栽培と販売が主事業とのことでした。 てはいかなる事があろうとも、事業の途中放棄

不幸にしてこの事業が土取後中止されるよう はいたしません。また、事業の採算性を十分検
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な事態になった場合、県当局として行政指導で 討して今回の事業を計画しております。
ハゲ山を元に戻すべく勧告する権限があるので 併せて、南淡町と弊社は公正証書による防災
しょうか。 協定を締結し、防災工事の施工を確保するため

当地区（阿万）においては、ゴルフ場開発途 の工事保証金を南淡町に預託するよう行政指導
中、会社が倒産してしまい、そのまま放置され を受けております。この預託金は、当該開発事
た例が一件（阿万東町 。ツインのリゾートホ 業が完了し、且つ、防災上の保全措置がなされ）
テル建設がオートキャンプ場と釣り堀になった たことが確認された時に、返還されます。
例が一件（阿万塩屋町）あります。

これらを見ましても、企業というのは、経済
的な理由で事業を中途で放棄されることがいか
なる約束をしていても有り得ることが、一番の
心配事であります。その場合環境問題など吹っ
飛んでしまいます。

２．環境影響評価のあらましについては、概ね環 ２．姫田川の濁水についてですが、圃場整備工事
境には問題はないとの説明を受けました。 に伴い濁水が発生したと聞いております。

、 、ビオファーム開発区域内で、売却に応じない 圃場整備工事は 開発事業に該当しないため
農場所有者に対して、まとめて農地を造成した 沈砂池や調整池等の防災施設を設置せずに工事
区域があります 詳しい面積はわかりませんが が行われたとのことです。今回の開発事業は、。 、
３ 前後であろうかと思います。去年、一昨 森林法及び都市計画法等の技術基準に基づき、ha
年、そこから出た泥水で姫田川下流の海浜は死 土工事着手前に調整池を設置し、下流への濁水

。 、に近づいています。元々、この浜一体は砂地で 流出防止を図るよう計画しております 併せて
海草の豊かな所で、天然のワカメ、ヒジキ、ト 必要な箇所には仮設沈砂池及び柵工を設置し、
コロテンが多く魚類の産卵場所でありました。 濁水流出防止に万全を期すよう計画しておりま

わずか３ 前後で海が死に近づくのに、そ す。これらのことから、周辺漁場への影響はほha
のことを調べもせず、環境アセスメントを作成 とんどないと考えています。また、過去の事例
しているのであれば、根底から疑問に思うので を調べても、大雨等による濁水で漁業被害が発
す。どうぞ、県当局の現地視察をお願い致しま 生したという記録もありません。
す。 環境影響評価に伴う現況調査については、平

南淡ビオファーム計画では、区域内の居住者 成 年６月に提出した環境影響評価概要書に記10
、 、 、416 180人、通勤従業員 人と、この人口減少の 載のとおり 水質については 姫田川：３地点

阿万において新しく雇用も図られるし、うれし 鴨路川：１地点、本庄川：１地点、区域周辺の
いプロジェクトでありますが、以上二点が気が ため池：３地点、本庄川河口地先、姫田川河口
かりですので、意見書を提出して、不安を解消 地先、残土搬出予定地点のそれぞれの海域各１
していただきたいと思います。 地点の合計 地点で現況水質調査を６回／年行11

っております。水質調査は、平常時における河
川、ため池、海域の水質の状況を把握すること
を目的とするため、特異な水質の時（工事等や
降雨による濁水が多い時）は調査時期から除外
することとされています。なお、本事業におい
ては、工事中の濁水の監視調査を計画し、濁水
の発生防止に努めます。
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意見書（３）
12事業計画書、図面、説明を聞いていると完成後 貴重な動植物の移植については、現在（平成

の地域活性、経済に多大貢献出来ると思います。 年８月から 、貴重な動植物の生息・生育環境を）
不況ムードのなか夢のような話です。 把握するための詳細調査を区域内で行っており、

環境影響評価のあらましによると、一部動物、 移植先の環境条件、移植方法等の他、移植後の管
植物については消滅、群落変化すると書かれてい 理体制及びモニタリング方法等について慎重に検

、 、るのが不安です。例えば、カスミサンショウウオ 討し 残置森林内における移植適地を決定した後
は何処の池に移し、何年住ます、サイコクイカリ 移植することとしています。なお、貴重な植物に
ソウは何処へ移植するといった説明がない。 ついては、区域外に仮移植地（圃場）を作り、一

調査時期がわからない。図面では進入路、花マ 旦仮移植し、仮移植期間中にそれぞれの種の生育
ーケット地域には小さな溜め池が数個あり、５月 条件等を精査し、その後、残置森林内の適地に本
～秋にかけて多種類のトンボが多数飛んでいま 移植を行うこととしています。また、計画してい
す。 る自然環境創出区域も貴重種の移植を行う場合の

残土搬出は桟橋船積みと聞いていますが、この 受け皿のひとつと考えています。
場所は良漁場でしかも少しの天気変化で波浪が高
くなり 船積み時の土砂飛散 沈殿 濁り 海草 桟橋設置箇所の影響については、桟橋建設の工、 、 、 、 、
魚介類、魚の産卵、回遊魚回避等が心配です。 法の採用にあたっては海底の変質を最小にするた

と広大な緑を切り、土砂取りを何年もか め、杭基礎桟橋とします。また、杭の岩礁貫入も177ha
けて続くと大雨で下流の東、丸田、潮崎にかけて 静的工法であるボーリング孔明け、差込工法を採
の海に汚濁が流れ込む心配がある。 用し、潮の流れを大きく阻害する工法や海水を汚

一企業でしかも自社工事、期限があって無しに 濁する工法は採用しません。また、土砂の船積み
等しい。何らかの事情で工事が長引く、中断とな 時の土砂飛散については、土砂の積載量に合わせ
ると もの荒れ地だけが残ることになる。 てシップローダを上下動させることにより土砂の177ha

現在の淡路島は島でなくなり、島の背筋を高速 飛散を防止するとともに、桟橋周辺に汚濁防止膜
道路が走り大変便利になりましたが、島のあちこ を設置し、濁りの拡散を防止します。
ちで関西空港の埋立土取り場跡が荒れ地になり目 また、工事に伴う濁水の流出については、 森林
立ちます。何等緑の復元処置がとられていないと 法及び都市計画法等の技術基準に基づき、土工事
思う（花博会場だけは別 。一方、漁業は不漁が 着手前に調整池を設置し、下流への濁水流出防止）
聞かれ、養殖海苔も栄養不足とかで困っているよ を図るよう計画しております。併せて、必要な箇
うです。島の緑がなくなり、海に影響をあたえて 所には仮設沈砂池及び柵工を設置し、濁水流出防
いるとは思いませんが少しは影響があると思う。 止に万全を期すよう計画しております。なお、本

野菜、花工場が主であれば残土を外に出すのを 事業の造成工事は平成 年度～ 年度の約５カ13 17
少なくし、工事期間を短縮してはと思う。 年を予定しており、工事中においては、濁水の監

視調査をし、濁水の発生防止に努めます。
これらのことから、周辺漁場への影響はほとん

どないと考えています。なお、過去の事例を調べ
ても、大雨等による濁水で漁業被害が発生したと
いう記録もありません。

本事業については、いかなる事があろうとも、
事業の途中放棄はいたしません。

残土量については、事業計画に基づき、野菜工
場等の規模及び棟数を決定したことによる最小限
の残土量です。なお、造成による環境への負荷を
低減するため、事業区域の を残置森林、造成64%
森林、自然環境創出区域として計画しています。
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意見書（４）
・ 環境影響評価のあらましについては、企業 ・ 工事に伴う濁水の流出については、調整池や

に都合の良いことばかり書いてあり、これか 沈砂池等の濁水流出防止対策を徹底し、濁水の
ら起こりうる土の搬出に伴う海については、 流出防止に万全を期します。また、残土搬出に
何も書いていない。 伴う海域の汚濁についても、工法の検討や濁り

・ 年～ 年まで土を売って儲けようとし の拡散防止膜の設置等により、汚濁防止に万全12 22
ているのが目に見え見えである。 を期します。

13 17・ もしこれだけ広い土地を土を取ったまま放 ・ 土地造成に伴う残土搬出は 平成 年度～、
っておくと環境が悪くなる。 年度の５年間を計画しており、平成 年度から18

・ 誰が考えてもビオファーム計画より、土取 平成 年度にかけてビオファーム建設を行いま22
り計画を先に出すのが当たり前と思う。 す。なお、造成法面等は、周辺地域の景観との

・ もう一つ心配なのは、計画が通り、ゴーサ 調和等を考慮し、現存植生に近づけていくこと
インが出ると大手に権利売却。 を目標に、植栽等による早期の積極的な緑化復

・ 許可を出す場合、緑を復元出来るよう、土 元を図ります。
１トンに対して何円とか県に対して提出さ ・ 弊社としては、全国的に事業展開している中
せ、もし中断すれば許可した県が緑を復元す で、地元に貢献できる農業分野への参画が農村
る。 地域を地盤とする弊社の役割であると確信して

現在でもこの計画の代替地埋立（仁頃）でたい おり、本事業の権利売却などは一切考えており
へん海がにごりました。また、近くで山をけずり ません。
土砂を取り荒れ地のまま、海へ直接流れるように
しています。

意見書（５）
当会が去る 年８月１日付で提出した「概1998

要書に対する意見書」への事業者の回答及び当該
準備書について、見過ごすことの出来ない重大な
問題が散見されますので、淡路島の良好な自然環
境を保全する立場から以下の通り意見を述べま
す。なお開発予定地域は、わが国の猛禽類の中で
も危急種にあたる「ハヤブサ」が生息するなど、
貴重な動植物をはじめ種類豊かな生態系の宝庫で
もあり、且つすばらしい景観を有しており、アメ
ニティゾーンとしての淡路島を守る立場からも本
来開発すべき地域でないことは言うまでもありま
せん。当事業の開発中止を含む再考をお願いして
おきます。
１ 万立米 の残土処分方法として 概要書 １ 「準備書」段階では、改変面積の縮小化に伴． 「 」 ．2500

では「関空二期用として有効利用する」と記し い、残土処分量は 万立米に削減しておりま2000
ていましたが 「準備書」では「大阪湾域等の す。、
埋立用材として有効利用」すると書き換えてい 残土処分先については、現在、関西空港第二
ます これを推考すれば 関空二期と神戸空港 期整備事業も含めて需要は多数あますが、本事。 「 」
と読むことが出来、以前よりも拡大表現となっ 業の開発許可の目処が立つまでは、契約締結は
ています また 概要書 の回答で事業者は 残 できないため 「大阪湾域等の埋立用材として。 「 」 「 、
土は 万立米となり関空と協議中」と答え 有効利用」という記述に変更しました。2000
ているのに、本文では何故明記しないのでしょ
うか。

２．もともと本事業は「ビオファーム建設」が主 ２．弊社としては、全国的に事業展開している中
目的ではなく 埋立用土砂の切売りが主目的だ で、地元に貢献できる農業分野への参画が農村「 」
と当会は懸念するものです。 年 月７日 地域を地盤とする弊社の役割でもあると確信し1999 11
付朝日新聞の報道では「関空二期の土砂価格、 ており、地域の活性化と地域農業への貢献を図
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１立米あたり 円前後、大阪府多奈川地区 ることを目的に、本事業の採算を十分検討して1800
の山林交渉中」となっており、当該事業で計算 計画しております。
すると 億円もの土砂代収入となります。当360
該事業の建設費がどの程度かは公開されていま
せんので収支についての評価はできません。し

360かし仮にビオファームが完成されなくても
億円の収入だけは確保されることになるので
す。もし二兎を追おうとしているとしたら「地
域の活性化、農業の貢献」という美辞麗句はま
やかしのものとなります。

３．当該事業の説明会を去る８月 日南淡町公 ３．説明会では 『圃場整備工事による姫田川の18 、
民館で開催され、住民、兵庫県、事業者の三者 濁水の状況を見たか』という質問に対して『濁
が集まった場所で住民からいくつかの質問が出 水の状況は見ていない』と回答したものであっ
されました。その一つに「川の調査をしたとの て 「環境影響評価に伴う現地調査をしていな、
ことだが、現地を見て調査したのか」の質問に い」ということではありません。
対し「現地は見てません」と事業者から調査を 環境影響評価に伴う現況調査については、各
委託された業者が正直に答えています。当該準 調査項目について、平成９年９月から平成 年10
備書は ページ分の本文と ページの資料 ９月まで通年にわたって行っており、水質につ391 83
編からなっていますが、現地調査もされずに編 いては、姫田川：３地点、鴨路川：１地点、本
纂したとしたら「詐欺行為」そのものであり信 庄川：１地点、区域周辺のため池：３地点、本
用出来ませんので、一から再調査するか、計画 庄川河口地先、姫田川河口地先、残土搬出予定
の即時中止をするべきでしょう。いずれにせよ 地点のそれぞれの海域各１地点の合計 地点で11
「現地調査していない」という一つの事実が判 現況水質調査を６回／年行っております。
明した以上、兵庫県当局はなんらかの行政指導
をしなければなりません。

４．また、第一次審査意見書で県の環境影響評価 ４．第１次審査意見書は 「概要書」に対しての、
審査会は「ハヤブサ、オオタカ、ミサゴ等の猛 意見です 「概要書」は本事業に係る調査方法、。
禽類については、中略 「猛禽類保護の進め方 予測方法を記したものであるため、意見は調査、

） 、 。（環境庁 」に準じた生態調査により、営巣場 方法 予測方法等に関する意見となっています
所、繁殖状況、行動範囲等把握すること 」と。
して調査だけを実施せよと指示されています
が、これは失当と言わねばなりません。環境庁
の「猛禽類保護の進め方」を見れば調査だけで
なく、保護方策を明記しており、計画の変更、
規模縮小、中止も検討することになっているの
に、なぜ兵庫県の審査会は調査だけで良しとす
るのでしょうか。

５．当会としては当地域においてハヤブサの営巣 ５ 「猛禽類保護の進め方（環境庁 」に準じた生． ）
地と繁殖が確認されただけでも、環境庁の保全 態調査の結果をもとに、当地域におけるハヤブ
マニュアル（猛禽類保護の進め方）に従い、当 サの保全対策について検討し、準備書に記載し
該計画の更なる規模縮小や計画中止を検討すべ ております。
きである事を強く求めるものです。

６．準備書で環境保全目標や環境影響評価のまと ６．南淡町に本社を置いている弊社としてはいか
め、事後監視計画を記載していますが、当該事 なる事があろうとも、事業の途中放棄はいたし
業者が将来経済状況や様々な要因で事業撤退し ません。また、事業の採算性を十分検討して今
た時の方策は監督官庁としての兵庫県はどのよ 回の事業を計画しております。
うに措置されるのでしょうか。まもなく花博は
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終わろうとしていますが、当地はもともと「ゴ
ルフ場開発 を前提に土砂取りを行い十数年 塩」 「
漬け状態」であった事は周知のことです。県な
どが私達の税金を投入してミチゲーション的な
公園を造りましたが、淡路島には荒れ放題の土
取り跡地が当会の確認だけでも ～ ケ所あ7 10
り、当該事業も二の舞になるのではと懸念する
ところです。

７．当会が提出した意見書の内（準備書 ） ７．本事業は、地域の活性化と地域農業への貢献59-60
３についての回答は問題点をはぐらかす回答で を図ることを目的に、新規事業である農業分野
あり納得出来ません。当該地域は十数年間、事 への参画を計画したものです。
業者にとっては「塩漬け状態」の土地ですが動 計画にあたっては、将来にわたって持続的に
植物にはかけがえのない山林です。当該地域は 自然を活用するため、良好な生活環境を形成す
諭鶴羽山系のスカイライン南端に位置し、海岸 る重要な要素としての自然に配慮していく必要
線は瀬戸内海国立公園に含まれ、ハヤブサも生 があると考えています。このため、土地利用計
息するほど淡路島の豊かな自然環境を象徴する 画に際しては、全体面積 のうち、森林面177ha

64ha 18ha 82ha地域です。仮に法令や要綱上開発を是とする地 積として残置森林 造成森林 の計、 、
域であっても、生き物にとっては人間の傲慢そ を計画しており、さらに湿地等の保全や創出を
のものであり迷惑千万でしょう 「地球環境」 図るため、自然環境創出区域として を計画。 30ha
の理念は地球に生息する全ての生き物を対象に し、全体の を緑地として確保することとし64%
しています。人間の利益追求の為に美辞麗句を ています。このように、本事業は、当地域の特
並べて遂行しようとする当該事業は乱開発と言 性に応じた人と自然の共生を図れる事業である
わねばなりません。また、事業者は「平成２年 と考えております。
より環境保全の先進国ドイツに学んでいる云

」（ ） 、々 同 と回答書で答えられていますが59-60
それならば等身大の開発を進める先進国のドイ
ツにならって、当該事業のように大規模開発は
直ちに見直すべきでしょう。

意見書（６）
南淡ビオファーム開発事業は、２つの大きな事 工事に伴う濁水の流出については、調整池や沈

業に分割して環境アセスを考えるべきです。 砂池等の濁水流出防止対策を徹底し、濁水の流出
万 と発表されている残土土砂処理は、 防止に万全を期します。また、残土搬出に伴う海2000 m

3

処理ではなく立派な 土取り販売事業であること 域の汚濁についても、工法の検討や濁りの拡散防『 』
、 。250 300～ 億の大きな開発事業と見るべきで、こ 止膜の設置等により 汚濁防止に万全を期します

れに関して河川への対応及び海上積込桟橋での海 本準備書においては、上記のとおり、工事に伴
洋汚染について、再度、確かなアセスを考えるべ う濁水の流出及び残土搬出に伴う海域の汚濁につ
きと思います。創造については、農場事業は良い いても検討して記載しています。
事業と評価します。 残土処理については、当開発事業の実施に伴っ

『南淡土取り開発事業環境影響評価準備書』の て発生する残土であるため、当開発事業と一体の
作成提出を求めます。 ものとして考えて準備書を作成しています。

意見書（７）
１．当開発には一部、自然保護を口実に開発事業 地元企業として、南淡ビオファーム開発事業が

に異論をとなえる者もいるが、元地権者を含む 地域活性化に寄与できることと、従来の農業の課
大抵の地元民は事業に賛同している。町外の便 題である自然条件に左右される生産量、病害虫の
利な所や都市生活を楽しみながら、山村に対し 発生による減収とその駆除に要する負担増、生産
ては自然環境とか風景とか、都市にないものを 者の高齢化と後継者不足、露地栽培の連作障害等

、 、求めようとしている。 の解決を図り 野菜及び花卉等を安定的に生産し
市場に供給していこうと計画しています。また、
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２．神戸市六甲山に至っても、明治の時代に植林 土地利用計画については、事業計画区域 に177ha
され現在の森に至っていると聞く。当地におい 対して、残置森林と自然環境創出区域及び造成森
ては、燃料としての山林の価値がなくなり、放 林の合計約 （事業計画区域の約 ）の面積113ha 64%
置された里山であり、谷間にある田畑は不便な を確保し、環境への負荷を軽減するよう計画して
ため、減反政策と同時に放置されている農地が います。
大半である。 地域の皆様に喜んでいただけるビオファームを

、 、 、 。人が手を加え作り出した自然には 明治神宮 早期に建設するために 鋭意努力してまいります
大阪万博跡地、小岩井農場の様に、一時期には
自然を喪失させるが、人の手を加えたことによ
り、新たな自然が創出されるものである。

情念やイメージだけで自然保護を訴えるので
なく、地域活性化のための新たな農業生産基地
として再整備しようとしている事業に大いに期
待しています。

意見書（８）
この計画書を縦覧して先ず最初に感じた事は、 地元企業として、南淡ビオファーム開発事業が

南淡町の民間一企業が近来ない将来を見据えた素 地域活性化に寄与できることと、従来の農業の課
晴らしい事業を展開するのだなと思いました。 題である自然条件に左右される生産量、病害虫の

現在の淡路島、特に南淡町に於いて今一番大き 発生による減収とその駆除に要する負担増、生産
い問題は、地域経済をどうするか。もう一つは雇 者の高齢化と後継者不足、露地栽培の連作障害等

、 、用の確保である。 の解決を図り 野菜及び花卉等を安定的に生産し
地元経済の中心である、漁業、農業者の平均収 市場に供給していこうと計画しています。

入は昨年の漁業者の総収入が平均 万円前後 地域の皆様に喜んでいただけるビオファームを200
、 。で、油代、船の損料等を差引くと 万円～ 早期に建設するために 鋭意努力してまいります100 150

万円である。農業者の収入をみると平均では漁業
者同様 万円前後であり、肥料代、農薬代、機200
械損料等を差引くと 万円～ 万円であり、100 150
これに伴って公共料金及び税金の滞納をする家庭
が増えているのが現実である。月当たり 万円10
見当の収入でどの様に生活していくのか、このま
までは漁業、農業の後継者がなくなるのは当然と
思われる。さりとて、転業或いは転職するにして
も適当な勤め先がない。

先述した様に、地域経済、雇用問題が行政の今
。 、取り組むべき最優先のテーマだと思います 然し

兵庫県及び南淡町も同様財政難で有効な手段は打
たれていない。行政に限度がある分民間が頑張る
しかないとは思いますが、どこを見渡しても大不
況でこれという名案がない。

こういう時、地元企業が果敢に事業展開を計ろ
、 。うとしているのは まことに立派な事と思われる

他の事業者も泣き言ばかり言わずこの姿勢を見習
うべきである。

行政（兵庫県、南淡町）も一部の環境団体の意
見の顔色ばかり見た指導は止めて、速やかにこの
事業のバックアップを図るべきである。

地方経済の現状をしっかり見据えるべきで、隣
国中国の環境配慮より経済優先の工業事情が示す
様に、山村地に住む者は霞だけ喰って生きていけ
ない事を肝に命ずべきでないか。
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意見書（９）
南淡ビオファーム開発事業は、現在見直されつ

つある生態系の仕組みを生かした有機農業とは対
極をなすものではあるが、今後の食料生産の一つ
の方向を示唆するものでもあるので、計画そのも
のを全面的に否定するものではない。しかし、予
定地の豊かな自然環境を考えると、それらの環境
への負荷を極力軽減した土地利用が望まれ、その
在り方を科学的に探る一つの手法が本来の環境ア
セスメント（環境影響評価）である。

その環境アセスメントのベースとなるものは、
改めて述べるまでもなく地域の特性に合わせた入
念な現況調査である。これが不完全であれば適切
な保全目標の設定や予測は不可能であり、その評
価も無意味なものとなり、結果としてかけがえの
ない自然を食い潰すことになる。

先の概要書の縦覧の際に提出した意見書の中で
も述べておいたが、この地域は淡路島南部地域の
中でも生態系保全上極めて重要な場所で、ハヤブ
サやミサゴを頂点とする多様な生物、隣接する自
然海岸には貴重な海浜植物群落等々が分布してい
る。従って、事業主体となるものはこれらの価値
を十分認識し、これらと共生できるような、いわ
ば生態学に根ざした土地利用を目指して、県の指
針を超えた入念な自然環境調査を実施すべきであ
った。ところが、今回の準備書の内容を見ると、

、 、自然環境 特に陸生動物関係の現況調査において
調査方法や調査結果、そしてその予測においても
不備が目に付く。
１．先ず、県の指針を超えた入念な調査が必要で １．陸生動物等の調査内容等は 「環境影響評価、

あることは先の意見書でも指摘しておいたが、 指針」に準じるとともに、第一次審査意見書の
年２～３回程度の調査で今回のような自然環境 内容（調査等の項目、方法、範囲、調査にあた
が豊かな地域の動物相を把握し、評価を下すに っての留意すべき事項）を十分踏まえて実施し
は大いに無理がある。特に昆虫類の調査では当 ました なお クロシオキシタバについては 淡。 、 「
方がこれまで把握している情報の中で、当然こ 路島版レッドデータブック」によると南淡町北
の地域に分布しなければならない種が多数欠落 部での分布が示されていますが、計画区域での
していたり 例えばクロシオキシタバ－県 分布は示されていません。また、平成３～４年（ RDB
Ｃランク－ほか 、明らかに誤同定と思われる 度及び平成９～ 年度の現地調査でも確認され） 10

p.63 10種（資料編 サツマシジミほか）も複数含 ませんでした。サツマシジミについては平成
まれている。 年６月に計画区域内で確認しており、２個体の

標本を保管しています。本種は南方系の種で、
現在分布が北進中です。近隣の大阪では近年、

。泉佐野市付近で確認できるようになっています

２．しかも、これら誤同定と思われる種（資料編 ２．貴重な動物種の抽出にあたっては 「兵庫県、
サツマシジミほか）の大半はこれまで県下 版レッドデータブック」や「日本の絶滅のおそp.63

あるいは淡路島からほとんど記録のないもので れのある野生生物（環境庁 」をベースに選定）
あり、これらは同定の如何に関わらず準備書に しました。また、計画地の地域的な特性を考慮
取り上げる限りは、その希少性故にその本文中 するため 「淡路島版レッドデータブック」に、
にＲＤＢ掲載種に準じるレベルのものとして特 記載されている種についても考慮しました。
記すべきである。ところが準備書の本文中には
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そのような記述は何ら見られない。これは単な
るミスでなく、アセスメントに必要な地域的な
視点の欠如を示すものである。

３．さらに、前回（ ～ ）の調査で記録され ３．クロヒカゲモドキについては、平成３年８月H.3 4
た誤同定と思われる種を、何ら検討を加えるこ に計画区域で確認されましたが、平成９～ 年10
と な く 今 回 も そ の ま ま 引 用 し て い る 箇 所 度の調査では確認されていません。本種は産地

（ 他クロヒカゲモドキ－県 Ｂラン が局地的であり、当地に定着していない可能性p.234,238 RDB
ク－他）も見られる。また、昆虫類以外の哺乳 も否定できないため、平成３年８月に確認され
類、両生・爬虫類、鳥類においても、調査精度 た個体は迷行してきたものと考えられます。
の不足による欠落種が多く見られる。 また、昆虫類以外の動物については、平成９

～ 年度の調査結果に加え、平成３～４年度の10
既存データも整理し、計画地の動物相の把握に
努めました。

４．一方、僅か４Ｗのブラックライトで定点のラ ４．夜間に活動する昆虫類は、時間帯によってそ
。 、イト・トラップ( )を実施したり、陸生動 の構成種が変わると言われています そのためp.208

物以外でも、ナメクジウオの調査( 他) 本調査では、ボックス式を一晩放置しました。p.241,257
では、審議会の意見書の中で指示された場所が この場合、電源を長時間供給しなければならな
積み出し桟橋付近であっても、調整池を設ける いため、必要最小限の４Ｗの光源を使用しまし
とはいえ、事業予定区域の濁水が流出する丸田 た。また、ナメクジウオの調査では、桟橋設置
地区での生息状況調査が不足している等、基本 地点の他、丸田地区の姫田川河口地先海域及び
的な調査方法に対する認識の甘さも目に付く。 本庄川河口地先海域においても水生生物調査の

中で調査を行っており、全ての地点で生息を確
認しています。

５．また、準備書本文中の予測においても、その ５．ヒメハルゼミは、カシ類やシイ類などブナ科
内容が適切でない箇所が各所に見られる。例え の樹木との結びつきが強い種であり、計画地に
ば ヒメハルゼミへの影響の項( )では 植 広く分布しているコナラ－ノグルミ群落やウバ、 、「p.345
生の復元により 年頃にはコナラ－ノグル メガシ群落で、多数の鳴き声を広い範囲で確認H.23
ミ群落、ウバメガシ群落が改変区域の の面 しています。したがって、これらの樹林を復元35%
積において復元されていることからその影響は することにより、その影響は軽減されると考え
軽減される」と楽観的な予測をしているが、ヒ ています。
メハルゼミはコナラ－ノグルミ群落中には生息
しないし、ウバメガシ林も数十年生程度の若い
林に生息する例は知られていない。これもヒメ
ハルゼミの生態の現状を知らない者の机上の予

。 、測である このような例は枚挙にいとまがなく
現況調査の不備に加え、この準備書をとりまと
めた担当者の適格性をも疑わざるを得ない。

重ねて述べるが、環境アセスメント（環境影響 現況調査の調査内容等は 「環境影響評価指針」、
評価）のベースとなるものは、地域の特性に合わ に準じるとともに、第一次審査意見書の内容（調
せた入念な現況調査である。従って、このような 査等の項目、方法、範囲、調査にあたっての留意
不完全な調査をもって評価を下し、貴重な自然環 すべき事項）を十分踏まえて、平成９年９月から
境を有する地域において大規模な面積を改変する 平成 年９月まで通年にわたって入念に実施しま10
というようなことが許されてはならない。自然環 した。また、この平成９～ 年度の現地調査結果10
境、特に陸生動物関係については再度入念な調査 に加え、既存データ（平成４年度）も整理し、計
を実施し、新たなデータに基づいて予測や評価を 画地の動植物相の把握に努めました。
やり直すべきである。
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意見書（ ）10
、 、先月、建設会社「森長組」が計画する「南淡ビ 弊社としては 全国的に事業展開している中で

オファーム開発事業」の説明会に行きました。同 地元に貢献できる農業分野への参画が農村地域を
町灘の山林 を開発して、コンピューター管 地盤とする弊社の役割でもあると確信しておりま177ha
理による野菜や花の工場を作るということです。 す。同時にこの事業が、地域の活性化と地域農業
未来型農場 というわけですが 率直に言って への貢献を図ることと、従来の農業の課題である「 」 、 、

気候風土に恵まれ「御食国（みけつくに 」とい 自然条件に左右される生産量、病害虫の発生によ）
われる淡路で、周囲と遮断した施設（温室？）に る減収とその駆除に要する負担増、生産者の高齢
よる水耕栽培は必要ないと思います。気候・風土 化と後継者不足、露地栽培の連作障害等の解決を
の条件や汚染された環境の克服の必要があれば別 図ることを目的として実施するものです。
ですが、そんな要因は見あたりません。南淡町以
外にも、たとえば三原町や西淡町でも野菜など農 本事業の土地利用計画については、事業計画区
作物を作っています。ビオファームでできたもの 域 に対して、残置森林と自然環境創出区域177ha
は清浄野菜で、よそでとれたものは「汚い」とで 及び造成森林の合計約 （事業計画区域の約113ha
も言うつもりでしょうか。地域全体での取り組み ）の面積を確保し、環境への負荷を軽減する64%
ならまだ分かりますが、自分のところだけという よう計画しています。自然環境創出区域は、森林
のは、何か開発の許可を得るための格好のよい口 植生とともに、水域や水辺、陸域の環境をセット
実だと思います。自然との共生が言われますが、 で保全、整備する計画としており、これらの移行
その意味は自然を好きなように改変するのではな 帯（エコトーン）は、生物の多様性に優れた空間
く、自然によって生きる、つまり人間が自然の条 であり、こうした環境の積極的な回復を図るもの
件に合わせた生き方を工夫することだと私は考え で、バードサンクチュアリや湿性植物園も計画し

30haます 「南淡ビオファーム開発事業」には、他者 ています。自然環境創出区域の全体面積は約。
への、他の生物への配慮がありません。共生の視 で、その内訳は残置森林及び湿地保全区域として
点が感じられません。 現況保存する区域は約 、造成森林及び湿地創12ha

また、開発該当区域は絶滅が危惧されるものを 出区域として約 となっており、多様な野生生18ha
含め、貴重な動植物の宝庫です。それは森長組が 物の生息環境の保全と 『人と生き物が共生する、
作った「環境影響評価のあらまし」や兵庫県の環 空間』の創出を計画しております。

（ 、境影響評価の概要の関係部分 県の環境影響評価
ホームページ を読むだけでも よく分かります 貴重な動物種については、樹林の伐採や土地造） 、 。
淡路の自然環境研究家の「淡路島の絶滅の恐れの 成によりその生息面積が小さくなり、消滅あるい
ある野生生物」という研究書や、地域の植生の詳 は減少すると考えられますが、本事業の実施にあ
しい人の話からも、この一帯は自然のままに保全 たっては、これらの影響をできる限り軽減するた
するべきことが確信されます。固有種を含め淡路 め、形成された法面への苗の植え付け等緑化を計
の貴重な動植物は、この数十年で激減したのでは 画的に行い、可能な限り速やかに緑被の復元を図
ないでしょうか。その原因の主たるものは、人の ります。なお、植栽樹木については、淡路地域の
手による乱開発であることははっきりしていま 郷土産植物を主体に、具体的には、計画地の現存
す。北淡路は土砂取りと尾根筋の開発で、山が枯 植生を考慮し、尾根部に接する法面上部ではウバ
れかけています。中淡路（津名町のあたり）も大 メガシ群落、斜面中下部に接する法面中下部では

。規模な土取りで山がなくなっています。南淡路も コナラ－ノグルミ群落の成立を目標に植栽します
由良の土取りが行われています。淡路島は自然が これらの適切な緑化により、事業開始後 年目頃11
豊かだと言いますが、手付かずの自然が残されて には改変区域の の区域において現存する主要35%
いるのは、三熊山や柏原山と南淡の諭鶴羽山系だ 群落が復元されることになります。したがって、
けだと言う人もいます。その一帯の山肌を剥ぎ取 貴重な動物種に及ぼす影響は相当程度軽減される
り人工的な建造物を造り、申し訳にビオトープを ものと考えています。
作る。そこだけでなく、周囲の環境を変えてしま
うことが考えられていません。

森長組の作った概要を見ると、貴重な動植物に
ついては周りにもたくさん見られるからかまわな
いとか、事業開始後 年目には植生が復元・創11
出されると書いてあります。何を根拠にそう言え
るのでしょうか 「動植物の生息環境の悪化（消。
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失）は一時的」だなどというのは、楽観的で身勝
手な判断です。植物などはそこでしか生きられな
いものがあるし、人の目に触れない生命や様々に
関わり合って生きる生態系の複雑さを、軽く見す
ぎています。このくらいはいいだろうとか、見え
るものだけ気を付けておれば格好が付くといった
甘い考えが、多くの生命を絶滅に追いやってきた
のです。

説明会には、地元の地権者の方たちも来ていま 本事業の実施にあたっては、将来にわたって持
した。この地域にはバブル崩壊以前にゴルフ場計 続的に自然を活用するため、良好な生活環境を形
画があり、破綻したということです。色んな業者 成する重要な要素としての自然に配慮していく必
が土地を買いにやって来たと言います。これまで 要があると考えています。このため、土地利用計
の業者らの計画が破綻してきたので、今回はしっ 画に際しては、全体面積 のうち、森林面積177ha
かりやってくれという意見が出ていました。森長 として残置森林 、造成森林 、の計 を64ha 18ha 82ha
組では「社運をかけてやる」と答えていました。 計画しており、さらに湿地等の保全や創出を図る
開発に伴って土砂取りが行われます。その量は２ ため、自然環境創出区域として を計画し、全30ha

。千万立方メートルだそうです。これだけで相場で 体の を緑地として確保することとしています64%
は ～ 億円の商売になります。合わせて大 このように、本事業は、当地域の特性に応じた人200 300
規模な工事で金が動きます。仕事がなくて困って と自然の共生を図れる事業であると考えておりま
いる淡路の建設会社にとっては、願ったり叶った す。
りです 「ビオファーム」という環境にやさしい。
名を付け 「雇用創出」という人々が望む効果を、
うたい文句にする。しかし、実体は明白な自然破
壊であり、金もうけのための乱開発に他なりませ
ん。こうのような事業が許可されるなら、今後の
環境保全は極めて困難になるでしょう。淡路はす
でに十分自然破壊がなされてきました。山を削り
土砂を大量に売る。そして代わりに都会の汚染土
（黒い土）を運び入れ、住宅や圃場整備に使う。
淡路花博の辺り（東浦町～淡路町）も、元は「灘
山」と呼ばれていた所です。淡路から山がどんど
んなくなってゆくのを、目の当たりにした者にと
っては、これ以上の破壊は許せません。貝原知事
は環境の大切さを言われます。また淡路では島作
りビジョンの一つに「公園島構想」があります。
自然の勝手な改変でなく、真に共生する、人が自
然に学ぶ。そんな島でありたいと思います。南淡
町の森町長は 「森長組」の前代表であったと思、
います。町長として「町の豊かな自然を尊い財産
として若者に受け継がせる」と言っています。そ
れならぜひこの事業を中止するよう働きかけるべ
きです。環境を守ることは自治体の大きな仕事だ
と思います。その環境には、動植物も含まれてい
ます。そのことを踏まえて、この事業が中止する
べきものであると意見を申し上げ、環境影響審査
会の正しい審査を望むものです。
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意見書（ ）11
自然保護を訴えるのは正論であり、悪いもので 本事業では、事業計画区域 に対して、残177ha

はない。人間が生きてきた過程において、自然と 置森林と自然環境創出区域及び造成森林の合計約
共生しながら今日に至ったものである。過去の恩 （事業計画区域の約 ）の面積を確保し、113ha 64%
恵を忘れ、ここにきてヒステリックに環境保護、 環境への負荷を軽減するよう計画しています。自
または回復を訴えるのか理解しがたいと思い、意 然環境創出区域は、森林植生とともに、水域や水
見書を提出します。 辺、陸域の環境をセットで保全、整備する計画と
( ) 現在、自然保護というのは、一木一草たりと しており、これらの移行帯（エコトーン）は、生1

も切ったり刈ったりしてはいけないというよう 物の多様性に優れた空間であり、こうした環境の
に聞いているが、松茸山の放置のように、自然 積極的な回復を図るもので、バードサンクチュア
に対して全然人の手をいれないというのはかえ リや湿性植物園も計画しています。自然環境創出
って自然を荒廃させてしまう懸念があり、必要 区域の全体面積は約 で、その内訳は残置森林30ha
最低限、人の手を入れるほうがよいのではない 及び湿地保全区域として現況保存する区域は約
かと思う。 、造成森林及び湿地創出区域として約 と12ha 18ha

、 、なっており 多様な野生生物の生息環境の保全と
( ) 貴重な動植物の保護に関しては必要なことで 『人と生き物が共生する空間』の創出を計画して2

はあるが その事自体を目的とするのではなく おります。、 、
そういう動植物が生息できる環境の中で人間が
生活できるということが大事なのであって、人
間と動植物がそういう環境の中で共生すること
を目的とすべきではないかと思う。

( ) 世界中には人があふれており、将来的にそれ 地元企業として、南淡ビオファーム開発事業が3
に伴って食料生産や住宅環境等の経済活動が活 地域活性化に寄与できることと、従来の農業の課
発になってきており、自然というものに対し、 題である自然条件に左右される生産量、病害虫の
手付かずのままおいておくことは段々と難しく 発生による減収とその駆除に要する負担増、生産
なる状態の中で、日本は先進国の中でも農産物 者の高齢化と後継者不足、露地栽培の連作障害等

、 、の自給率が一番低い状況から脱皮しなければな の解決を図り 野菜及び花卉等を安定的に生産し
らない時期が来るはずであり、人間の生活と自 市場に供給していこうと計画しています。
然保護というものをどのように調和をとり、実
行していくかということを官民共に考えていか
なければならないと思う。

( ) 現在、地球規模で環境破壊が進んでいると言4
われており、これに対してアマゾン、東南アジ
アの熱帯雨林の伐採を止めろと言うような意見
を聞くが、これは主として経済的に進んだ西側
先進国からの意見であると思われるが、現地の
人々にとってはそれが生活手段であるというこ
とを考えると、経済的利益を犠牲にして、すば
らしい環境を提供するということに対して何ら
かの原価を支払うべきではないかと考える。日
本においても同様に、経済的利益を犠牲にして
素晴らしい環境を提供する人に対しては何らか
の優遇策を講ずるべきではないかと思う。
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意見書（ ）12
環境保全の観点から

「 」 、 、防災に関し、重点をおき、考察する。 環境影響評価 とは 対象事業の実施に際し
準備書内に防災に関しての記載がない。唯一、 事前に、対象事業等の実施等が環境に及ぼす影響

第一次住民意見書に対する事業者の見解とし について、調査、予測又は評価を行うことです。p.64
て 「防災工事施工確保に関する要綱に基づき、 したがって、本準備書においては、防災に関して、
兵庫県及び南淡町と協定を結ぶこと」とある。 は記載していません。

要綱の条文における趣旨は「この要綱は、開発 事業の実施にあたっては 「調整池指導要領及、
事業に係る防災工事の施工を確保するため、開発 び技術基準 （兵庫県土木部）及び「林地開発技」
事業者による一定の工事保証金の預託及び開発事 術基準 （兵庫県農林水産部）等に基づく防災調」
業者に代わって市町長が防災工事を施工すること 整池を設置します。また 「開発事業に係る防災、
について、必要な事項を定めるものとする 」と 工事の施工の確保に関する要綱」に基づき、南淡。
ある。この場合の「防災工事」という用語の定義 町と防災協定を締結します。その他、法令等の基
は 「開発事業の施工に伴うがけくずれ、土砂の 準に適合するよう関係機関等と協議を行うととも、
流出又は河川の氾濫、洪水等を防止する目的で行 に、災害を発生させないよう万全の措置を講じて
う必要最小限の工事をいう 」とある。 事業を実施してまいります。。

「必要最小限の工事」とは一体、どういう意味 なお、協定については、南淡町と弊社は公正証
であろうか。４つの調整池・必要箇所に設置する 書による防災協定を締結し、防災工事の施工を確
仮設沈砂池・集水するための素堀水路・造成区域 保するための工事保証金を南淡町に預託するよう
と残置森林が近接する箇所で土がずり落ちてくる 行政指導を受けております。この預託金は、当該
のをくい止める編柵工が必要最小限の工事といえ 開発事業が完了し、且つ、防災上の保全措置がな
るだろうか。 されたことが確認された時に返還されます。工事

平成 年度には一部営業が開始される。花卉 保証金は、具体的な防災施設に係る金額ではなく19
マーケットにくる一般客をはじめ、工場で働く従 施工区域の面積により決定されるものです。
業員、住宅に暮らす家族を含め、大勢の人々がビ
オファーム内を出入りし、そこで生活することに 造成工事は平成 年度で完了予定ですので、一18
なる。工事途中の完全ではない敷地内に人々を招 部営業予定している平成 年度には造成工事は完19
こうとするのであれば、もっと安全に対して真剣 了しています。

、 、 。に考え 検討し 具体的な防災対策が必要である
以下６項目にわたり、記述する。

① 平均傾斜 ゜について 法面勾配等については、都市計画法及び森林法30
準備書 より 「切土法面、盛土法面とも の技術基準に基づき、切土法面勾配は１割５歩、p.23 、

造成森林として早期に森林育成できるよう１割 盛土法面勾配は１割８歩となっておりますが、本
、８歩勾配を標準とし」とある。平均傾斜 ゜ 事業では森林の早期育成及び森林の管理を考慮し30

( )は本当に安息角なのかどうか。 切土法面及び盛土法面とも勾配は１割８歩、角度1:1.8
㈱森長組より ゜は土砂崩壊しない角度で にして約 ゜で計画しております。併せて、必要30 30

あり、防災面でも心配はないと返答を頂いた。 な箇所については、斜面安定計算を行い、安全に
角度を緩やかにすると改変面積が大きくなるこ は万全を期すよう計画しております。
とも理解はできる。

「 」社団法人砂防学会監修の 砂防学講座第２巻
によると 「崩壊の多くは、砂礫の安息角を超、
す ゜から、現実に土層風化層が分布しうる36

゜の範囲で発生しているが、堆積砂礫や基45
岩の粘土風化が進んだ条件下では ゜内外の30
緩い傾斜度でも発生している。 ゜前後の崩40
壊は発生件数が多いが、その中に表層剥落型の
ものが多いため相対的に小型であり、これに対
して ゜前後のものは数が少ないが、その中30
には地すべり性の崩壊が多くなり、相対的に大

。」 。 、型となる傾向が見受けられる とある また
洲本市内田地区における土砂採取場の平均傾斜
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（ 、は ゜となっている 犬走りを含む平均勾配23
ごとに犬走りを設置 。地質調査の結果、岩5m ）

盤の条件がよくなかったので ゜を平均斜度23
とした。

南淡ビオファームの場合、準備書内に地形・ 本準備書においては、 ～ に「地形・p.133 p.152
地質調査・標高区分・周辺の水系の記載がな 地質」を記載しています。この中には地形・地質
い。斜面崩壊の発生は傾斜度と最も強い関係が 調査結果、標高区分・傾斜区分・周辺の水系・断
あり、次いで斜面形（土砂堆積と水の集積条件 層の分布等について現地調査結果に基づいて解析
・湧水条件を指標 、土層の厚さ、砂礫層・基 しています。）
岩の風化度合によって規制され、さらに変動抵
抗要因としての森林状態によって規制されてい
る。地質調査・周辺の水系調査がなされていな
い段階では、平均傾斜 ゜が安息角であると30
はいいきれない。

② 地震・津波について
地震に関して 京都大学尾池和夫教授は 兵、 、「

庫県南部地震後、数十年の間に周辺の別の断層
系、山崎断層・明石の海岸線あるいは大阪湾断
層が動く可能性がある。中央構造線の紀伊半島
東部や淡路島南端の部分が活動する可能性もあ
り、そうやって連鎖反応的に西南日本に大きな
地震が続いて起きることが多い」と記述してい
る。また、立教大学伊藤和明教授は 「兵庫県、
南部地震後、地震予知連絡会は会長コメントと
して「西日本は地震の活動期に入ったとみられ

100る」という見解を発表した。その根拠は、
年前後の間隔をおいて発生する南海トラフ巨大
地震では、発生の 年ほど前から周辺、特に50
内陸直下の地震活動が活発化する傾向が歴史的
に証明されている。前回の南海地震が 年1946
（昭和 年）だったことから、次の南海地震21
を前に西日本が活動期に入った可能性が高いと
いうことである。兵庫県南部地震は始まったば
かりの地震活動期の冒頭にあたる地震なのかも
しれない」と記述している。

津波に関して、神戸大学石橋克彦教授は手記
において「 年の南海地震のエネルギーは1946
兵庫県南部地震の 倍前後である。災害の特30
徴は、東は伊勢湾沿岸、西は九州の国東半島、
別府湾にいたり、四国地方の太平洋岸が最大で
あった。その他大阪湾・瀬戸内海沿岸の各地・
吉野川流域にも被害が発生した。和歌山・徳島
・高知・三重の沿岸では波高が ～ に達3m 6m
した。しかし、次に来るであろう南海地震を前
回の地震を基準にして考えるのは間違いであ
る。南海地震の再来は 年以内におこるであ50
ろう。大阪湾全体に ～ の津波が来るの2m 3m
はほぼ確実である。神戸・大阪・京都・奈良ま
でにも被害が及ぶ可能性がある。高知から和歌
山田辺市沖まで 位の津波がおこり、鳴門海8m
峡・明石海峡を越え、坂出まで、瀬戸内海にも
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位の津波になるであろう 」と述べた。1m 。
③ 台風・集中豪雨について 本事業の調整池容量は 兵庫県県土整備部の 調、 『

地球温暖化により、今まで経験したことがな 整池指導要領及び技術基準』と兵庫県農林水産部
い台風（サイクロン・ハリケーン）の巨大化の の森林法に基づく『林地開発許可制度について』
可能性がある 発生頻度も増加する また近年 で規定されている 年確率降雨強度により算出し。 。 、 30
局所的な集中豪雨が多発している。 ています。両者の計算方法が違うので調整池まで

準備書 において 「雨水排水計画 「調 の洪水到達時間を最短の 分と仮定すると、土木p.22 10、 」
整池計画諸元」を明記されている。雨量１時間 部基準では約 ／時間、農林水産部基準では199mm
当たり何 を想定されているのか明確にして 約 ／時間となり、この場合は降雨強度の大mm 206mm
頂きたい。 きくなる ／時間を採用して決定することと206mm

④ 海面上昇について なります。
、将来における地球温暖化は )海水の熱膨張1

)山岳氷河の融解、 )グリーンランド・南極大 防災に関しては、造成工事中はもとより、造成2 3
陸の氷床の融解をもたらし、海面上昇を加速す 工事完了後も排水施設、調整池等の維持管理はも
る可能性がある。現在の予測では、 年ま ちろん、残置森林、造成森林、自然環境創出区域2050
でに ～ 、 年までに 上昇する 等の維持管理についても弊社で責任を持って行い30cm 50cm 2100 1m
とされている。また ゜～ ゜の海表面温 ます。なお、事業区域は標高約 から の0.7 2.5 39m 164m
度の上昇を伴う。 地域であり、将来、ご指摘のような海面上昇が発

ビオファーム計画予定地と海岸までは、近い 生した場合でも防災施設の機能には影響はないと
所で 、遠い所で しか離れていない。 考えています。250m 500m

年に全面完成となった後、 年後・ 年2011 50 100
後の地球の現状・ 南淡ビオファーム」を想定「
し、防災に関し検討する義務が㈱森長組にはあ
る。

⑤ 季節風による強風・風速・風向について 事業区域外周尾根部は残置森林として保全を行
計画では、風力発電研究施設用地に２基位の うことを原則として計画していますので、台風な

施設を予定している。ということは、風力発電 どの防風対策になると考えています。
ができるほどこの地域は強風が吹くということ
である。計画地周辺を残置森林が取り囲んでい
るとはいえ、台風による強風・季節風による強
風を予想し、防風対策に取り組んで頂きたい。

⑥ 沿岸管理について 事業区域内の調整池及び汚水処理施設の放流計
、 。 、海面上昇は、氾濫の危険性を増大させる。 画高は 標高 で計画しています したがって39m

) 高潮のベースラインが高くなる 水位が 将来、ご指摘のような海面上昇が発生した場合で1 1m。
上昇すると、現在 年に１度 の高潮が も、雨水等が排水管や汚水処理施設に流入し、オ20 50cm

。発生する地域においては、 の高潮が発 ーバーロードを起こすことはないと考えています150cm
生し、高潮が内陸にまで侵入する。

) 海面が上昇すると、排水能力の減少によっ2
て暴風雨・河川洪水が増大する。降水量の増

、 、加 河川の氾濫が排水能力の減少と重なると
下水道・排水設備のオーバーロードが起こり
やすくなる。汚濁発生は河川・河口・海岸付
近の水質低下の一因となる。

創造の観点から
、 、将来的に水耕栽培による野菜・花工場の必要性 弊社としては 全国的に事業展開している中で

は高まってくる。 年後・ 年後には地球温暖 地元に貢献できる農業分野への参画が農村地域を10 20
化による異常気象・世界的な水不足・人口膨張は 地盤とする弊社の役割でもあると確信しておりま
避けることができないであろう。現在 「飽食天 す。同時にこの事業が、地域の活性化と地域農業、
国」といわれている日本でも必ずや食料不足にお への貢献を図ることと、従来の農業の課題である
ちいる。 自然条件に左右される生産量、病害虫の発生によ
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そのような時代に備え、㈱森長組が提唱する温 る減収とその駆除に要する負担増、生産者の高齢
室による施設園芸は、将来における日本の農業形 化と後継者不足、露地栽培の連作障害等の解決を
態の１つの方向性を示すものである。 図ることを目的として実施するものです。

本来は行政 国・県など あるいは農業団体 なお、南淡町に本社を置いている弊社としては（ ） （JA
・全農など）が立案し、実施すべき案件であると いかなる事があろうとも、事業の途中放棄はいた
考える。 しません。また、事業の採算性を十分検討して、

一民間企業が実行するには事業規模が大きすぎ 各施設の規模（野菜・花工場の棟数、花卉マーケ
る。事業用地の を所有し、㈱森長組の人的・ ットの棟数、研究施設の規模、従業員用住宅地の60%
物的能力・資本を総動員しても、計画途中あるい 戸数等）及び位置等を決定しております。また、
は完成後も、事業が破綻するのでは、という懸念 多目的グランドは芝生仕様で計画しており、テニ
が残る。 ス、サッカー、野球、バレーボール、ゲートボー

基本理念を同じくする法人が数社集まり、共同 ル等の各種スポーツや運動会、盆踊り等の催し物
出資、共同経営を行うのであれば、事業実現の可 にも利用できるよう、駐車場も併せて計画してお
能性も高くなるであろう 「南淡ビオファーム計 り、必要な面積だと考えております。。
画」の事業目的を理解し、事業参画してくれる法
人を捜し出し、その結果により計画を見直し、修
正・作成するのが現実的であると思う。そのよう
な法人あるいは会社がなく、㈱森長組で事業を推
進するのであれば、もっと大胆な計画変更が必要
である。第一次審査意見書に「不必要な土地改変
は厳に慎み」とある。 もの用地が必要であ177ha
るかどうか原点に立ち返り、十分に検討して頂き
たい。以下に、計画変更（案）として考えた９項
目を記述する。
① 研究施設用地の大幅な回避・修正・低減

・ の用地は回避し、残置森林とする。18,740m
2

・花卉マーケット周辺の研究施設用地は、規模
を低減させ、残置森林・造成森林とする。

② 多目的グランドについて
・計画では となっている。これだけ広21,480m 2

大なグランドが必要であろうか。社員の福利
厚生・地域住民との交流施設が必要であろう
とも、もっと規模を低減できる。

・グランドの形態は、普通の運動場のようには
せず、芝生あるいは草原など特色を出したも
のにする。そのためにも、完成後の維持費・
管理費を考え、最小化した用地確保が絶対条
件となる。

③ 進入路について
・ 南淡ビオファーム計画」のシンボル的道路「

として、幅員 の進入路を計画されてい50m
る。幅 も必要であろうか。 の歩道が50m 5m
両側にあり、緑地帯が となっている。26m
これこそが不必要な土地改変であると考え
る。

・南淡ビオファームにとり、野菜・花工場で栽
培された野菜・花苗の１つ１つがシンボルに
なりうるのであり、シンボル的道路は必要で
はない。

④ 花卉マーケットについて
・進入路が修正されると円形の花卉マーケット
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も規模が低減される。８棟も必要なのかどう
か考えて頂きたい。

⑤ 野菜・花工場用地の回避
・事業全体のコストを考え、経営維持のために

の用地を計画されているのは理解315,740m
2

できるが、工場用地が少なくなるということ
は建築費、従業員数、住宅戸数も低減でき、
大幅な経費削減が可能となる。

・３カ所ある工場用地のうち、離れている
は回避し、残置森林あるいは造成森36,620m2

林にすることを検討して頂きたい。
・野菜・花工場が 棟も必要であるのかどう10

か再考して頂きたい。
⑥ 従業員用住宅用地について

、 、・研究施設用地 工場用地の大幅な修正により
従業員数も見直す必要が生じる。
計画では 名の従業員の内、工場 名、310 260
研究書 名となっている。研究者 名は必50 50
要な人数なのかどうか。研究者 名も集め50

50て一体何を研究するというのか。研究者
名を雇用するコストは莫大なものになる。人
材は少数精鋭をモットーにしなければ会社経
営が成り立たない。研究内容を明確にし、目
的に見合った選りすぐりの研究者を集めなけ
ればならない。

・工場従業員 名も工場低減により、大幅に260
削減できる。
住宅戸数 戸を計画しているが、 戸も130 50

10あれば十分と考える。家庭と職場が徒歩
分以内というのは理想ではある。しかし従業
員家族にとっては、ある種のストレスが生じ
る場合もある。

⑦ 給水計画・ごみ処理計画について
、 、住宅戸数が低減されることにより 生活用水

、 。汚水排水 ごみ処理計画も大幅に最小化できる
特に生活用水については
住宅１戸当たり 人× 戸＝ 人3.2 50 160

人× 人・日＝ 日となる。160 360 / 58m/ç 3

南淡町にとり、水道使用量が飛躍的に増加す

150m/る。この計画で、従業員住宅用使用量が 3

日から 日に消費量が減少することは、他58m/
3

の町民にとっても朗報となるであろう。
⑧ 自然環境創出区域について

全体計画を大幅に最小化・修正・低減するこ
とにより、自然環境創出区域面積を最小化し、
なおかつ位置をずらすことができる。

⑨ 全体計画の位置について
全体として事業予定地をどちらかの方向に移

動させる必要性が生じる。県道洲本南淡線の方
、 、向に全体的に移動させると 残置森林が増加し

建設コストが大幅に削減される。
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準備書に記載されていない事項
兵庫県条例「環境影響評価指針」より、環境影 調査等の項目については、当該開発事業に関す

響評価の実施に当たっての基本事項 る、事前調査結果、環境影響要因の抽出、影響を
( )環境要素 項目のうち、準備書に記載されて 及ぼす環境要素の抽出、予測・評価を行う環境要1 19
いない９項目について記述する。 素の選定、現況調査を行う環境要素の選定、現況
( ) 大気汚染 調査計画案・予測計画案等について記述した「南1

調査時期・頻度・測定方法・調査項目（二酸 淡ビオファーム開発事業環境影響評価概要書」を
化硫黄・窒素酸化物・浮遊粒子状物質 ・調査 作成し、知事の第一次審査意見書を踏まえ、現況）
地点の地図上の記載 調査、予測及び評価を行う項目の絞り込み（スコ

( ) 水質汚濁 ーピング）を行い、決定しました。2
、 、 、準備書 「水質汚濁のモニタリングを適宜 したがって 地盤沈下 地球温暖化についてはp.42

行い」というのは、濁度を週１回調査すること 本事業による影響が考えられないため、調査、予
であると返答を得たが、地図による調査地点・ 測の項目から除外しています。また、大気汚染に

、 、測定方法・調査項目の記載がない。 ついては 予測・評価は行うこととしていますが
( ) 騒音 計画区域周辺において大気質に影響を及ぼす主た3

準備書 ⑫にて 影響が認められた場合 る発生源がないことから、現況調査は行わないこp.375 「 」
、 。 、 、とは 「苦情があった場合であり、仮に苦情が ととしています その他の項目の水質汚濁 騒音

なければ影響なしと考える」と返答を得た。 振動、悪臭、廃棄物、地形・地質、植物、陸生動
数値によって判断するのでなく、個人からの 物、水生生物、生態系、景観については、本準備

クレームにより影響の有無が決まるのは納得で 書内に詳細に記述しています。
きない。 なお、工事中の騒音等の監視調査については、

調査時期・頻度・測定方法・時間帯別（朝・ 準備書第７章の事後監視調査計画案で適宜行うこ
昼・夕・夜）の調査結果・地図による調査地点 ととしており、調査の結果影響が認められればさ
・一般時、作業時（工事中・供用中）別の騒音 らなる対策を講じることとしています。
レベル

( ) 地盤沈下4
前述したとおり、周辺水系の記載・地下水位

の変動予測（工事中・供用中）
( ) 廃棄物5

年度ごとの樹木伐採量・年度ごとの伐採樹木
利用計画

( ) 地形・地質6
調査項目・調査期日・地図による調査範囲・

調査方法・地図による標高区分・地図による事
業予定地周辺の水系及び水質

( ) 陸生植物7
調査時期・植物の群落別毎年度ごとの改変面

積の予想及び改変植生、復元植生の予想
( ) 景観8

残土排出のための出荷設備の位置を明記した
地図、この場合の残土排出施設とは海上桟橋・
ストックヤード・ベルトコンベア・トンネルな
ど、将来における可視領域図についての写真

( ) 地球温暖化9
の排出量について工事中・供用中の予測CO2

Point○
陸生植物に関し、現在も調査中であると㈱森長 第一次審査意見書の内容を踏まえ策定した、現

組より返答を得た。計画予定地周辺に貴重種に指 況調査計画に基づき、各調査項目について平成９
定されている植物が発見される可能性がある。植 年９月から平成 年９月まで通年にわたって入念10
物に関してだけでなく、他の環境要素においても に実施しています。なお、現在行っている植物調
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調査していない、あるいは現在調査中なのではな 査は、貴重な植物の保全に向けての生育環境及び
いかと思われる。 移植先選定等の詳細調査です。

準備書における不備
「 」 。 、「 」① 検討する という文章がある ～ ① ～ に記載されている事項は 概要書p.45,p.71 72 p.71 p.72

「検討する」ということは、㈱森長組内で結論 段階における住民意見書に対する事業者の見解
がでていない状況である。特に ～ では です。準備書の段階では に記載していまp.71 72 p.375
「調整池の堆積土砂の処理が環境に及ぼす影響 す。
の有無を検討します」とある。準備書の段階で
環境に対し、予測した答えを記載すべきであろ
う。

② コンサルタント会社・調査会社名の記載がな ② に記載しています。p.78
、 、い。 ③ 環境保全目標は 現況調査結果等を基本とし

③ 各環境要素別に具体的な目標数値が明示され 事業概要、地域環境の特性等を考慮し、適切に
ていない。 設定しています。

④ 調査時期について、平成４年調査が３ ④ 平成９～ 年度の現地調査結果に加え、既存p.205 10
件ある。８年以上も前に調査した内容に信憑性 データ（平成４年度）も整理し、計画地の動物
はうすい。 相の把握に努めました。

⑤ 環境監視調査計画案について ⑤ 景観については、改変区域が周辺から見通すp.390
・景観についての計画案がない。 ことができる地点がほとんどないことから、除
・植物について調査頻度が少ない、季節ごとの 外しています。また、植物については、貴重種

調査が必要である。 に関しては適宜行うこととしています。

結 論
前述したとおり 「南淡ビオファーム計画」は 現況調査については、第一次審査意見書の内容、

現況調査の実施も十分には行っていない。 を踏まえ策定した現況調査計画に基づき、各調査
「環境影響評価の実施手順」からみれば、この 項目について平成９年９月から平成 年９月まで10

準備書を作成できる段階ではない。 通年にわたって入念に実施しています。また、本
準備書は 「環境影響評価の実施手順」に従って、

会社内においても社員に対し、計画説明してい 作成しています。
るのかどうか疑問を感じる。プロジェクト担当者 本事業は、社運を賭けた大プロジェクトです。
以外の方に電話で簡単な質問をしても「わからな 社長以下、役員からプロジェクト担当者まで本事
い」の一点張りである。せめて役職についている 業計画については十分把握しています。
社員には計画の概要について把握して頂きたい。

㈱森長組には準備書に記載されている「南淡ビ 南淡町に本社を置いている弊社としてはいかな
オファーム計画」が実現できるという具体的な事 る事があろうとも、事業の途中放棄はいたしませ
業運営・資金保証・の根拠を示して頂きたい。 ん。また、事業の採算性を十分検討して今回の事

業を計画しております。併せて、南淡町と弊社は
里山・田畑を突き崩し、地肌むきだしの平地に 公正証書による防災協定を締結し、防災工事の施

し、関西国際空港用地造成会社へ 万 もの 工を確保するための工事保証金を南淡町に預託す2000 m
3

。 、土砂を売り渡した後、㈱森長組が資金調達できず るよう行政指導を受けております この預託金は
に計画断念・事業遂行を中止にするというのが最 当該開発事業が完了し、且つ、防災上の保全措置

、 。悪のシナリオであろう。 がなされたことが確認された時に 返還されます

p.374 p.377私達、日本に暮らす人々には、環境基本法によ 本事業の実施に際しては、準備書 ～
。 「 『 』り環境権が保証されている そして事業者には 事 に記載の 環境の保全と創造のために講ずる措置

業活動に伴う公害防止・環境保全」という責務が を確実に履践し、環境の保全と創造について適正
ある ㈱森長組にその責務が果たせるのかどうか に配慮してまいります。。 。
たとえ１％でも「南淡ビオファーム計画」が失敗
する可能性がある限り、計画に対し反対する。
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＜公述意見１＞
従来の低収入と重労働の農業からの脱却及び都 南淡ビオファーム開発事業は、従来の農業の課

市と農村の格差の均衡を図るため、地域の特徴を 題である、自然条件に左右される生産量、病害虫
生かしながら、相互補完、連携により、地域の活 の発生による減収とその駆除に要する負担増、生
性化を促進し、里山の整備など自然や文化を重視 産者の高齢化と後継者不足、露地栽培の連作障害
した美しい郷土を創造する必要がある。 等の解決を図るため、室内における水耕栽培で、

時代に即応した新しい農業経営基盤の確立が必 農薬を使用せず、栽培養液を閉鎖回路で循環させ
要であり、そのためにも計画事業に賛成する。 肥料成分と水分を最小限に抑えるシステム、温室

内の温度、湿度等の気象環境をコンピュータ制御
により常に最適な生育条件とするシステム等の採
用により、環境にやさしい新しい農業を目指して
おります。併せて、本事業の採算性を十分検討し
て今回の事業を計画しております。

また、里山整備として、残置森林については、
生物生息空間として適切な構造を保つよう、ササ

、 、 、の伐採 ツル切り 常緑樹の伐採等の整備を行い
造成森林については、淡路地域の郷土種を主体と
した緑化を行い、早期に現存植生に近づけていく
よう計画しております。

このように、地域の皆様に喜んでいただけるビ
オファームを早期に建設するため、鋭意努力して
まいります。

＜公述意見２＞
① 本事業は、地域の活性化、雇用の創出のため 南淡ビオファーム開発事業により、地域の活性

に役に立つ事業である。 化及び地元雇用と野菜等の安定供給を図っていき
② 事業を行う上で、自然環境との共生に配慮し たいと考えております。

た保全計画を行うことは重要であり、当然の義 また、事業区域内の中央部の谷部を利用して約
務であるが、しかし近年は環境保全に極端に偏 の自然環境創出区域を設置し、水域や水辺・30ha
重しすぎており、事業の趣旨が適正に評価され 陸域の環境をセットで保全・整備する計画として
ていない。当事業の自然環境創出区域計画は人 おります。
と自然の共生である。 このように、地域の皆様に喜んでいただけるビ

オファームを早期に建設するため、鋭意努力して
まいります。

＜公述意見３＞
① 世紀に向けた地域活性化への取り組みの 南淡ビオファーム開発事業は、従来の農業の課21

１つとして化学肥料・農薬に頼らないハイテク 題である、自然条件に左右される生産量、病害虫
農業事業を実現させて欲しい。 の発生による減収とその駆除に要する負担増、生

② 自然保護に対して自然環境創出区域を設ける 産者の高齢化と後継者不足、露地栽培の連作障害
ことは画期的な考え方である。 等の解決を図るため、室内における水耕栽培で、

③ 南淡ビオファーム開発事業の実現により、環 農薬を使用せず、肥料成分の補給、温室内の気象
境と開発の新たな関係が形成され、将来的な事 環境をコンピュータ制御により集中管理する新し
業のモデルの一つになることを望む。 い農業を目指しております。

また、事業区域内の中央部の谷部を利用して約
の自然環境創出区域を設置し、水域や水辺・30ha

陸域をセットで保全・整備する計画としておりま
す。

このように、地域の皆様に喜んでいただけるビ
オファームを早期に建設するため、鋭意努力して
まいります。
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＜公述意見４＞
① ハヤブサが計画区域外ではあるが生息し、繁 ハヤブサについては、本事業計画における残土

殖活動にも影響を与える。ハヤブサとの共存は 搬出施設であるトンネル及び桟橋がハヤブサの 高「
不可能である。 頻度利用域」内に位置しており、ハヤブサの生息

② 残土処分先が不明である。 環境に一定の変化をもたらす可能性があると懸念
③ 貴重な動植物が残されている豊かな森林を開 されます。そのため、既存事例の収集・評価を行

発するビオファーム事業は自然破壊である。 うとともに、本事業がハヤブサに及ぼす影響の予
測及び評価に関する調査結果に基づき、ハヤブサ
の行動圏の解析を行い、繁殖活動等に及ぼす影響
をできる限り低減するよう工事実施段階における
保全対策を立案しました。その結果、適切な保全
対策等の実施により工事中の影響は低減するもの
と考えられるものの、大規模な工事がハヤブサの
「占有域」の近傍で実施されることから、生息や
繁殖活動に影響を及ぼす可能性も考えられます。
このような状況を踏まえ、ハヤブサの繁殖活動に
及ぼす影響を一層低減するため、①営巣地の移動
が生じた場合の対応、②繁殖中断等ハヤブサの生
息に大きな変化が生じた場合の対応、③適切な保
全対策の実施と保全効果の把握、などの課題に積
極的に取り組みます。

、今後学識者や猛禽類の専門家等の指導を踏まえ
関係機関と連携を図りつつ、保全対策や上記の課
題に積極的に取り組むとともに、関係機関からの
指導・助言があった場合には、これに遅滞なく的
確に対応するなどにより、本事業とハヤブサとの
共存に最大限の努力を傾注してまいります。

残土処分先については、現在関西空港第２期整
、備事業も含めて大阪湾域の需要は多数ありますが

本事業の開発許可の目処が立つまでは契約締結が
できないため 『大阪湾域の埋立用材として有効、
利用する』という記述に変更しました。

本事業区域の約 を弊社の関連会社が所有し60%
ていることと、当地区がリゾート施設整備区域で
あることから、従来の別荘地開発やレジャー施設
開発でなく、地域の活性化と地域農業への貢献を
図ることが農村地域を地盤としている弊社の役割
でもあると確信し、本事業を計画しております。
緑地計画としては、残置森林と自然環境創出区域
及び造成森林の合計面積約 （事業区域の約112ha

）を確保し、環境への負荷を軽減するよう計64%
画しております。

＜公述意見５＞
① に及ぶ南淡・諭鶴羽山系の自然を破壊 本事業の緑地計画としては、残置森林面積約177ha

63.7ha 10.7haし、人工的な施設に置き換える計画は先端型農 、自然環境創出区域内残置森林面積約
業を目指すものであっても反対である。 及び同区域内湿地保全区域面積約 の 合 計1.4ha

② 膨大な土を、淡路島の美しい自然から削り取 （事業区域の約 ）を現況保存するとと101.2ha 57%
って関空埋立に使うことは反対である。 もに、造成森林等を合わせて約 （事業区域の112ha

約 ）の緑地を確保し、環境への負荷を軽減す64%
るよう計画しております。
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③ 年～ 年後に予想される水資源の危機に 残土処分先については、現在関西空港第２期整20 25
、対し、当事業によりさらに農業用水の確保が困 備事業も含めて大阪湾域の需要は多数ありますが

難となる このためにも森林保護は大切である 本事業の開発許可の目処が立つまでは契約締結が。 。
できないため 『大阪湾域の埋立用材として有効、
利用する』という記述に変更しました。

南淡ビオファーム開発事業は、従来の農業の課
題である、自然条件に左右される生産量、病害虫
の発生による減収とその駆除に要する負担増、生
産者の高齢化と後継者不足、露地栽培の連作障害
等の解決を図るため、室内における水耕栽培で、
農薬を使用せず、栽培養液を閉鎖回路で循環させ
肥料成分と水分を最小限に抑えるシステム、温室
内の温度、湿度等の気象環境をコンピュータ制御
により常に最適な生育条件とするシステム等の採
用により、環境にやさしい新しい農業を目指して
おります。

＜公述意見６＞
① 当事業は、土取りが主目的か、野菜・花の生 地元南淡町に本社を置いている弊社としてはい

産工場が主目的か。土取り後、事業を中止し、 かなる事があろうとも、本事業の途中放棄はいた
荒れ地とするのではないか。 しません。また、事業の採算性を十分検討して今

② 桟橋の設置地点は適切か。 回の事業を計画しております。
桟橋設置箇所の海域への影響を軽減するため、

海底の変質を最小とする杭基礎桟橋とします。ま
た、杭の岩礁貫入も静的工法であるボーリング孔
明け差込工法を採用し、潮の流れや魚道を大きく
阻害する工法や海水を汚濁する工法は採用しませ
ん。併せて、土砂の船積み時の土砂飛散防止対策
として、土砂の積載量に合わせてシップローダを
上下させるシステムの採用と、桟橋周辺に汚濁防
止膜を設置する計画としております。

＜公述意見７＞
過疎化が進んでいる以上、地域の活性化に寄与 南淡ビオファーム開発事業は、従来の農業の課

する当事業は必要である。 題である、自然条件に左右される生産量、病害虫
過去に火力発電所建設計画及び国際空港計画が の発生による減収とその駆除に要する負担増、生

あったが、環境保護の言葉の基に中止となった。 産者の高齢化と後継者不足、露地栽培の連作障害
過疎化がすすんだ今、過去の選択のような失敗を 等の解決を図るとともに、地域の活性化及び地元
繰り返してはならない。 雇用と野菜等の安定供給を図っていきたいと考え

ております。
土地利用計画については、必要最小限の施設用

地を確保するとともに、残置森林と自然環境創出
区域及び造成森林の合計面積約 （事業区域の112ha
約 ）を確保し、環境への負荷を軽減するよう64%
計画しております。

事業実施にあたっては、地域の皆様のご協力の
下に、地域の皆様に喜んでいただけるビオファー
ムを早期に建設するため、鋭意努力してまいりま
す。
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＜公述意見８＞
① 地域の活性化、経済に多大な貢献ができる事 地元南淡町に本社を置いている弊社としてはい

業である。 かなる事があろうとも、本事業の途中放棄はいた
② 事業の途中放棄が過去にあったが、今回は最 しません。また、事業の採算性を十分検討して今

後まで完成を前提にやって欲しい。 回の事業を計画しております。
12③ 開発によって影響を与えるサンショウウオの 貴重な動植物の移植については、現在（平成

ような非常に弱い生物をどこへ移すのかといっ 年８月から 、貴重な動植物の生息・生育環境を）
たことも重要な問題である。 把握するための詳細調査を区域内で行っており、

④ 工事による濁水の流出が心配である。 移植先の環境条件、移植方法等の他、移植後の管
⑤ 残土搬出施設によって海域の汚染や漁業に対 理体制及びモニタリング方法等について慎重に検

、 、して影響があるのでは。 討し 残置森林内における移植適地を決定した後
移植することとしています。なお、貴重な植物に
ついては、区域外に仮移植地（圃場）を作り、一
旦仮移植し、仮移植期間中にそれぞれの種の生育
条件等を精査し、その後、残置森林内の適地に本
移植を行うこととしています。また、計画してい
る自然環境創出区域も貴重種の移植を行う場合の
受け皿のひとつと考えています。

濁水流出防止については、土工事着手前に調整
池を設置するとともに、必要な箇所に仮設沈砂池
を設置し対策を講じるものとします。

桟橋設置箇所の海域への影響を軽減するため、
海底の変質を最小とする杭基礎桟橋とします。ま
た、杭の岩礁貫入も静的工法であるボーリング孔
明け差込工法を採用し、潮の流れや魚道を大きく
阻害する工法や海水を汚濁する工法は採用しませ
ん。併せて、土砂の船積み時の土砂飛散防止対策
として、土砂の積載量に合わせてシップローダを
上下させるシステムの採用と、桟橋周辺に汚濁防
止膜を設置する計画としております。

＜公述意見９＞
① 環境影響評価の対象地域が限定されすぎてい 環境影響評価の対象地域については、本準備書

。る。諭鶴羽山系の生態系を考えた場合、その影 で設定している範囲は妥当な範囲と考えています
響は計り知れない 特に動物の調査範囲が狭い なお、計画区域は諭鶴羽山系の南西端に位置する。 。

② 事業者は、事業計画を諭鶴羽山系周辺地域住 大起伏丘陵地にありますが、計画区域の北東部で
民にも説明する責務がある。 は近接して主要地方道洲本南淡線が整備されてい

③ 南淡町は南淡町民に対し、当事業計画につい るなど周辺の自然環境との間には一定の距離が確
て情報公開しているのか。 保されています。また、本事業においては事業区

④ 町の上水供給計画に問題はないのか。本土導 域の外周部に概ね幅 以上の残置森林を配置す30m
水ができたから問題がないというのではなく、 るとともに、残置森林面積約 、自然環境創63.7ha
本土側で取水制限がでてきたらどうなるのか。 出区域内残置森林面積約 及び同区域湿地保10.7ha

全区域約 の合計 （事業区域の約 ）1.4ha 101.2ha 57%
を現況保存し、造成森林等を合わせて約 （事112ha
業区域の約 ）の緑地を確保しております。造64%
成森林については、現存植生を目標として早期に
再生緑化に努めることから、同山系の生態系に及
ぼす影響はないものと考えています。

住民等に対する事業計画の周知については 『環、
境影響評価に関する条例』に基づき、日刊紙等に
より周知した後、環境影響評価概要書及び準備書
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等の公告・縦覧、説明会の開催等を南淡町におい
て行っております。また、提出された住民意見及
び公聴会の意見に対しては、事業者としての見解
を知事に提出することとなっています。

町の上水供給計画との関連については、本事業
3の実施により発生する生活用水の必要水量は 210m

／日となっておりますが、南淡町の取水可能水量
は①細田池（大日川ダム） ／日、②淡路広3500m

3

域受水（牛内ダム及び本庄川ダム） ／日、3500m
3

③町内貯水池（長見池及び原田池） ／日、2350m3

3④町内深井戸 立川瀬１号 ２号及び３号（ 、 ）1150m
／日の合計 ／日であり、南淡町の必要水10500m

3

3 3量 ／日を考慮すると給水可能水量は7000m 3500m
、 。／日となり 十分受給可能な水量と考えています


